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アスクレピオスの杖を探して
地
域
医
療

再
生
へ
の
道

第51回

２
０
２
１
年
５
月
28
日
の 

総
務
省
準
公
営
企
業
室
の
通
知

　

２
０
２
１
年
５
月
28
日
、
総
務
省
自
治
財
政
局
準

公
営
企
業
室
は
「
不
採
算
地
区
病
院
等
に
対
す
る
財

政
措
置
の
拡
充
に
つ
い
て
」
と
い
う
事
務
連
絡
を

行
っ
た
。
内
容
は
「
過
疎
地
等
の
経
営
条
件
の
厳
し

い
地
域
の
医
療
を
担
う
不
採
算
地
区
病
院
等
に
つ
い

て
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん

延
が
続
く
中
に
お
い
て
も
、
そ
の
機
能
を
維
持
し
、

当
該
地
域
に
お
け
る
地
域
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す

る
観
点
」
か
ら
、
２
０
２
１
年
度
分
の
特
別
交
付
税

措
置
の
拡
充
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

図
１
は
、
通
知
に
お
け
る
財
政
措
置
拡
充
に
関
す

る
説
明
図
で
あ
る
。
拡
充
の
理
由
と
し
て
、「
民
間

病
院
の
立
地
が
困
難
な
経
営
条
件
の
厳
し
い
地
域
に

所
在
す
る
公
立
病
院（
不
採
算
地
区
病
院
）は
、
今
般

の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
地
域
唯
一
又
は
主
要
な

病
院
と
し
て
、
平
素
の
医
療
に
加
え
、
発
熱
外
来
の

開
設
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
、
行
政
部
門
と
連
携
し
た
住
民

の
健
康
相
談
対
応
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
促
進
等
に
取

り
組
ん
で
い
る
」「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
病
院
機

能
を
維
持
し
、
地
域
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た

め
、
直
近
の
不
採
算
地
区
病
院
の
実
態
を
踏
ま
え
、

令
和
３
年
度
に
つ
い
て
、
不
採
算
地
区
病
院
へ
の
自

治
体
か
ら
の
支
援（
繰
出
金
）に
係
る
特
別
交
付
税
の

基
準
額
の
見
直
し
を
行
う
」
と
す
る
。
基
準
額
は
、

想
定
さ
れ
る
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
に
対
応
す
る
観
点
か
ら

30
％
と
大
幅
な
引
き
上
げ
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

厚
生
連
、
日
本
赤
十
字
社
な
ど
の
公
的
病
院
、
社
会

医
療
法
人
に
対
す
る
地
方
自
治
体
の
財
政
支
援
に
も

同
様
の
特
別
交
付
税
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
措
置

　

不
採
算
地
区
病
院
へ
の
具
体
的
な
財
政
措
置
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。
不
採
算
地
区
病
院
に
は

２
種
類
あ
り
、
第
１
種
不
採
算
地
区
病
院
は
、
当
該

病
院
か
ら
最
寄
り
の
一
般
病
院
ま
で
の
移
動
距
離
が

15
㎞
以
上
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
第
２
種
不
採

算
地
区
病
院
は
、
当
該
病
院
の
半
径
５
㎞
以
内
の
人

口
が
10
万
人
未
満
の
病
院
が
対
象
と
な
る
（
人
口

３
万
人
以
上
10
万
人
未
満
の
場
合
は
単
価
を
逓
減
）。

図
２
は
基
準
額
の
増
額
の
状
況
を
図
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
稼
働
病
床
が
対
象
と
な
り
、
１
０
０
床
を

ピ
ー
ク
に
し
て
、
財
政
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
。

不
採
算
地
区
病
院
へ
の
特
別
交
付
税
財
政
措
置
拡
充
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な
お
、
不
採
算
地
区
病
院
に
つ
い
て
は
、
自
治
体

本
体
か
ら
の
実
質
的
な
繰
入
れ
を
確
保
す
る
た
め
、

特
別
交
付
税
の
措
置
額
は
、
一
般
会
計
繰
出
金
×

０
・
８
の
金
額
と
病
床
数
に
応
じ
た
基
準
額
を
比
べ

て
低
い
金
額
が
措
置
額
と
な
る
。
繰
出
基
準
を
超
え

た
他
会
計
繰
出
金
が
問
題
に
な
り
や
す
い
が
、
繰
出

基
準
に
満
た
な
い
過
少
繰
入
れ
自
治
体
も
多
い
た
め

の
措
置
と
な
っ
て
い
る
。

２
０
２
０
年
度
の
不
採
算
地
区
に
あ
る
中
核
的

自
治
体
病
院
に
対
す
る
特
別
交
付
税
措
置
創
設

　
『
市
政
』
２
０
２
０
年
８
月
号
の
筆
者
コ
ラ
ム
「
不

採
算
地
区
の
病
院
へ
の
交
付
税
措
置
を
考
え
る
」
で

も
紹
介
し
た
が
、
２
０
２
０
年
度
に
は
不
採
算
地
区

に
あ
る
中
核
的
な
自
治
体
病
院
に
対
す
る
特
別
交
付

税
措
置
が
創
設
さ
れ
た
。
前
述
の
不
採
算
地
区
の
財

政
措
置
の
要
件
は
病
床
数
が
１
５
０
床
未
満
で
あ
る

こ
と
が
要
件
の
た
め
、
１
５
０
床
を
超
え
る
病
院
は

財
政
措
置
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
へ
き
地
な

ど
に
立
地
し
、
二
次
救
急
患
者
の
受
け
入
れ
や
災
害

の
拠
点
と
な
る
中
核
的
な
自
治
体
病
院
は
病
床
数
が

１
５
０
床
を
超
え
る
こ
と
が
多
く
、
財
政
措
置
の
対

象
外
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
不
採
算
地
区
に

所
在
す
る
１
０
０
床
以
上
５
０
０
床
未
満
の
許
可
病

床
を
有
す
る
自
治
体
病
院
で
、
①
都
道
府
県
の
医
療

計
画
に
お
い
て
二
次
か
三
次
の
救
急
医
療
機
関
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
②
へ
き
地
拠
点
病

院
ま
た
は
災
害
拠
点
病
院
の
指
定
を
受
け
て
い
る
場

合
に
、
特
別
交
付
税
の
財
政
措
置
が
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
な
お
、
中
核
的
な
自
治
体
病
院
に
つ
い

て
は
、
２
０
２
１
年
度
の
特
別
交
付
税
の
財
政
措
置

拡
充
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

何
よ
り
も
病
院
の
経
営
改
善
が
重
要

　

こ
の
よ
う
に
、
総
務
省
は
地
方
の
人
口
減
少
地
域

に
あ
る
自
治
体
病
院
な
ど
の
医
療
機
関
を
守
る
と
い

う
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
不
採

算
地
区
病
院
の
特
別
交
付
税
の
財
政
措
置
が
拡
充
さ

れ
た
と
し
て
も
、
病
院
独
自
に
経
営
改
善
の
試
み
を

行
い
、
持
続
可
能
で
安
定
的
な
自
治
体
病
院
の
経
営

を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
地
方
の
病
院
の

経
営
改
善
に
大
切
な
視
点
を
提
示
す
る
と
、
将
来
に

向
け
た
投
資
の
必
要
性
で
あ
る
。
建
物
が
老
朽
化
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
で
あ
れ
ば
過
疎
債
と
企

業
債
を
組
み
合
わ
せ
、
ロ
ー
コ
ス
ト
で
職
員
が
勤
務

し
や
す
い
新
病
院
を
建
築
す
る
。
そ
の
際
は
、
感
染

防
止
と
患
者
の
利
便
性
か
ら
全
室
個
室
と
し
、
個
室

料
を
取
ら
な
い
。
さ
ら
に
若
い
職
員
を
積
極
的
に
採

用
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

筆
者
の
関
わ
っ
た
病
院
で
は
、
看
護
師
や
医
療
技

術
職
の
初
任
者
調
整
手
当
を
創
設
し
、
給
与
の
上
乗

せ
を
行
っ
て
い
る
。
自
治
体
病
院
を
地
域
の
若
者
の

重
要
な
雇
用
先
、
地
域
の
貴
重
な
産
業
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
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